
一

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故（
以

下
単
に
「
事
故
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
（
以
下
「
事
故
由
来
放
射
性

物
質
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ

の
対
処
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
原
子
力
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方
公

共
団
体
、
関
係
原
子
力
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
が
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
速
や
か
に
低
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義

必
要
な
定
義
規
定
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）



二

三

責
務

１

国
は
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
に
伴
う
社
会
的
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
故

由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
し
、
国
の
施
策
へ
の
協
力
を
通
じ

て
、
当
該
地
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
、
適
切
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

原
子
力
事
業
者
の
責
務



関
係
原
子
力
事
業
者
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
を
放
出
し
た
原
子
力
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
事
故

由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
し
、
誠
意
を
も
っ
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国

又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



関
係
原
子
力
事
業
者
以
外
の
原
子
力
事
業
者
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に

よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

国
民
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施



三

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

第
二

基
本
方
針

環
境
大
臣
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
た
め
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方

針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
三

監
視
及
び
測
定
の
実
施

一

国
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
統
一
的
な
監
視
及
び
測
定
の
体
制
を

速
や
か
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
監
視
及
び
測
定
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

二

地
方
公
共
団
体
は
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
相
互
の
協
力
の
下
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染

の
状
況
に
つ
い
て
監
視
及
び
測
定
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
随
時
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）



四

第
四

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
除
染
等
の
措
置
等

一

関
係
原
子
力
事
業
者
の
措
置
等

１

事
故
に
係
る
原
子
力
事
業
所
内
の
廃
棄
物
の
処
理
並
び
に
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ

り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
、
草
木
、
工
作
物
等
に
つ
い
て
講
ず
る
当
該
汚
染
に
係
る
土
壌
、
落
葉
及
び
落
枝
、
水
路
等
に
堆

積
し
た
汚
泥
等
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
に
伴
い
生
じ

た
土
壌
の
処
理
並
び
に
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
事
業
所
外
に
飛
散
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
の
廃
棄
物
の

処
理
は
、
二
及
び
三
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
原
子
力
事
業
者
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

２

関
係
原
子
力
事
業
者
は
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
の
派
遣
、
当
該
措
置
を
行
う
た
め
に
必
要
な
放
射
線

障
害
防
護
用
器
具
そ
の
他
の
資
材
又
は
機
材
で
あ
っ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
の
貸
与
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
関
係
原
子
力
事
業
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

二

対
策
地
域
内
廃
棄
物
及
び
指
定
廃
棄
物
の
処
理



五

１

汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
及
び
変
更
等



環
境
大
臣
は
、
そ
の
地
域
内
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
等
か
ら
み
て
そ
の
地
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
が
特
別

な
管
理
が
必
要
な
程
度
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ

の
他
の
事
情
か
ら
国
が
そ
の
地
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
地

域
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
地
域
を
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の

長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、

の
指
定
を
す
べ
き
こ
と
を
環
境
大
臣
に
対
し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
指
定
の
要
件
と
な
っ
た
事
実
の
変
更
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
区
域
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
関
係
）



六

２

対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
の
策
定
及
び
変
更



環
境
大
臣
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
内
に
あ
る
廃
棄
物
（
以

下
「
対
策
地
域
内
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
処
理
を
行
う
た
め
、
遅
滞
な
く
、
対
策
地
域
内
廃
棄
物
の
処
理

に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の

長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
汚
染
廃
棄
物
対
策
地
域
の
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
又
は
対
策
地
域
内
廃
棄
物
の
事
故
由
来
放
射
性

物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
変
動
等
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
関
係
）

３

国
は
、
対
策
地
域
内
廃
棄
物
処
理
計
画
に
従
っ
て
、
対
策
地
域
内
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

４

特
別
な
管
理
が
必
要
な
程
度
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
指
定
等



七



廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
っ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
設
置
者
等
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
等

か
ら
生
じ
た
廃
棄
物
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

調
査
し
、
そ
の
結
果
を
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、

の
調
査
の
結
果
、

の
廃
棄
物
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
廃
棄
物
を
特
別
な
管
理
が
必
要
な
程
度
に
事
故
由
来
放
射
性
物

質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
等
は
、

の
廃
棄
物
で
あ
っ
て

の
指
定
に
係
る
も
の
が
、
国
等
に
引
き
渡
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



そ
の
占
有
す
る
廃
棄
物
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
当
該
廃
棄
物

の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
思
料
す
る
者
（
関
係
原

子
力
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
環
境
大
臣
に
対
し
、

の
指
定
を
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。




の
申
請
に
係
る
廃
棄
物
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
の
調
査
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
整
備



八

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）

５

国
は
、
４
の

の
指
定
に
係
る
廃
棄
物
（
以
下
「
指
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

６

対
策
地
域
内
廃
棄
物
又
は
指
定
廃
棄
物
（
以
下
「
特
定
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を

行
う
者
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

７

廃
棄
物
処
理
法
の
適
用
関
係



対
策
地
域
内
廃
棄
物
で
あ
っ
て
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
廃
棄
物
か
ら
事
故
由
来
放
射
性
物
質

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
特
定
廃
棄
物
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
等
の
適
用
を
受
け
る
物
を
除
く
。
）
を
除
外
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



九



事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
一
定
の
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
処
理

法
の
基
準
の
ほ
か
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



一
定
の
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
処
理
法
の
基
準
の
ほ
か
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
維

持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。




に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

の
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
）

三

除
染
等
の
措
置
等

１

除
染
特
別
地
域
の
指
定
及
び
変
更
等



環
境
大
臣
は
、
そ
の
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
等
か
ら
み
て
そ
の
地
域
内
の

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
か
ら
国
が
土
壌
等
の
除

染
等
の
措
置
並
び
に
除
去
土
壌
（
除
染
特
別
地
域
又
は
８

の
除
染
実
施
区
域
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に

伴
い
生
じ
た
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
及
び
処
分
（
以
下
「
除
染
等
の
措
置
等
」
と
い

う
。
）
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
地
域
を
、
除
染
特
別
地
域
と



一
〇

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
除
染
特
別
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
除
染
特
別
地
域
と
し
て
指
定
す
べ
き
こ
と
を
環
境
大
臣
に
対
し
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
除
染
特
別
地
域
の
指
定
の
要
件
と
な
っ
た
事
実
の
変
更
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
除

染
特
別
地
域
の
区
域
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
関
係
）

２

除
染
特
別
地
域
内
の
汚
染
の
状
況
の
調
査
測
定



国
は
、
除
染
特
別
地
域
内
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
測
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。




の
調
査
測
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

３

特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
の
策
定
及
び
変
更



一
一



環
境
大
臣
は
、
除
染
特
別
地
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
除
染
特
別
地
域
に
つ
い
て
、
除
染
等
の
措
置
等
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
る
た
め
、
当
該
除
染
特
別
地
域
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下

「
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長

に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
除
染
特
別
地
域
の
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
又
は
除
染
特
別
地
域
内
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ

る
環
境
の
汚
染
の
状
況
の
変
動
等
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
関
係
）

４

国
に
よ
る
除
染
特
別
地
域
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施



国
は
、
除
染
特
別
地
域
に
つ
い
て
、
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
に
従
っ
て
、
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
は
、
関
係
人
（
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実

施
す
る
土
地
又
は
こ
れ
に
存
す
る
工
作
物
、
立
木
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
物
件
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）



一
二

に
関
し
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
実
施
の
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
意
を
得

て
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



関
係
人
は
、
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
特
別
地
域
内
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く

土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

５

除
染
特
別
地
域
内
の
土
地
等
に
係
る
除
去
土
壌
等
の
保
管



国
は
、
除
染
特
別
地
域
内
の
土
地
等
に
係
る
除
去
土
壌
等
（
除
去
土
壌
及
び
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生

じ
た
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
や
む
を
得
ず
当
該
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
に
お
い

て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
当
該
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
（
以
下
「
所

有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
土
地
に
お
い
て
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
土
地
の
所
有
者
等
に
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
国
が
、
当

該
土
地
に
お
い
て
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



除
去
土
壌
等
の
保
管
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
関
係
）



一
三

６

汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
指
定
及
び
変
更
等



環
境
大
臣
は
、
そ
の
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
等
か
ら
み
て
、
そ
の
地
域
内

の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
状
態
が
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
、
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
著
し
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
を
そ
の
地
域
内
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て
重
点
的
に
調
査
測
定
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
地
域
（
１
の

の
除
染
特
別
地
域
を
除

く
。
以
下
「
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
の
一
定
の
地
域
で

の
環
境
省
令
で

定
め
る
要
件
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
と
し
て
指
定
す
べ
き
こ
と
を
環
境

大
臣
に
対
し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



環
境
大
臣
は
、汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
指
定
の
要
件
と
な
っ
た
事
実
の
変
更
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
指
定
に
係
る
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
区
域
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の



一
四

と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
関
係
）

７

汚
染
の
状
況
の
調
査
測
定



都
道
府
県
知
事
又
は
政
令
で
定
め
る
市
町
村
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
省
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
内
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
状
況
に
つ
い

て
調
査
測
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。




の
調
査
測
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

８

除
染
実
施
区
域
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施
者



９
の

の
除
染
実
施
計
画
の
対
象
と
な
る
区
域
と
し
て
当
該
除
染
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
る
区
域
（
以
下
「
除
染

実
施
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
土
地
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
に
存
す
る
工
作
物
、
立
木
そ
の
他
土
地

に
定
着
す
る
物
件
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
は
、
次
に
定
め
る
者
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

国
が
管
理
す
る
土
地

国

ロ

都
道
府
県
が
管
理
す
る
土
地

当
該
都
道
府
県

ハ

市
町
村
が
管
理
す
る
土
地

当
該
市
町
村



一
五

ニ

環
境
省
令
で
定
め
る
者
が
管
理
す
る
土
地

当
該
環
境
省
令
で
定
め
る
者

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地

当
該
土
地
が
所
在
す
る
市
町
村




に
か
か
わ
ら
ず
、
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
で
あ
っ
て

の
ホ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
農
用
地
又
は
こ
れ
に
存

す
る
工
作
物
、
立
木
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
物
件
に
あ
っ
て
は
、
当
該
農
用
地
が
所
在
す
る
市
町
村
の
要
請
に
よ

り
、
当
該
農
用
地
が
所
在
す
る
都
道
府
県
が
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。




及
び

に
か
か
わ
ら
ず
、
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
で
あ
っ
て

に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ
に
存
す
る
工
作
物
、

立
木
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
物
件
に
あ
っ
て
は
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、

の
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者

又
は
当
該
土
地
等
の
所
有
者
等
が
、

に
定
め
る
者
と
の
合
意
に
よ
り
、
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

９

除
染
実
施
計
画



都
道
府
県
知
事
等
は
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
内
の
区
域
で
あ
っ
て
、
７
の

の
調
査
測
定
の
結
果
そ
の
他
の

調
査
測
定
の
結
果
に
よ
り
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
状
態
が
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し

な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
除
染
等
の
措
置
等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
又
は



一
六

市
町
村
内
の
当
該
区
域
に
係
る
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
除
染
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



都
道
府
県
知
事
等
は
、
除
染
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
と
と
も
に
、
当
該
除

染
実
施
計
画
の
効
果
的
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



都
道
府
県
知
事
等
は
、
除
染
実
施
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

の
協
議
会
を
設
置
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
意
見
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
除
染
実
施
計
画
に
お
い
て
除
染
等
の
措
置

等
の
実
施
者
と
し
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
環
境
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



除
染
実
施
計
画
の
変
更
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
関
係
）



除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施



除
染
実
施
計
画
に
規
定
さ
れ
る
除
染
等
の
措
置
等
の
実
施
者
（
以
下
「
除
染
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
除
染
実

施
計
画
に
従
っ
て
、
除
染
等
の
措
置
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



一
七



除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
は
、
関
係
人
の
同
意
を
得
て
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。



関
係
人
は
、
除
染
実
施
計
画
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



除
染
等
の
措
置
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）



除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に
係
る
除
去
土
壌
等
の
保
管



除
染
実
施
者
（
国
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
限
る
。
）
は
、
除
去
土
壌
等
を
、
や
む
を
得
ず
当
該
除
去
土
壌
等

に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
に
お
い
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
分
の

間
、
当
該
土
地
の
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
土
地
に
お
い
て
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
土
地
の
所
有
者
等
に
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
除
染

実
施
者
が
、
当
該
土
地
に
お
い
て
当
該
除
去
土
壌
等
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



除
去
土
壌
等
の
保
管
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）



土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
の
基
準
等



一
八



除
染
特
別
地
域
又
は
除
染
実
施
区
域
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
行
う
者
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準

に
従
い
、
当
該
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
行
う
者
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
除
去
土
壌

の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。




の
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
行
う
者
又
は

の
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
若
し
く
は
処
分
を
行
う
者

は
、
当
該
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
又
は
当
該
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
若
し
く
は
処
分
を
委
託
す
る
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
関
係
）



国
に
よ
る
措
置
の
代
行

国
は
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村
長
又
は
環
境
省
令
で
定
め
る
者
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
環
境
省
令
で
定
め
る
者
に
代
わ
っ
て
自
ら
三
（
７
及
び
９
を
除
く
。
）

の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
関
係
）

第
五

費
用



一
九

一

財
政
上
の
措
置
等

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に

必
要
な
費
用
に
つ
い
て
の
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
の
費
用
負
担

１

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
に
対
処
す
る
た
め
こ
の
法
律
に
基
づ
き
講
ぜ
ら
れ
る
措
置
は
、
原
子
力

損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
原
子
力
事

業
者
が
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
べ
き
損
害
に
係
る
も
の
と
し
て
、
当
該
関
係
原
子
力
事
業
者
の
負
担
の
下
に
実
施
さ
れ

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

関
係
原
子
力
事
業
者
は
、
１
の
措
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
請
求
又
は
求
償
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
支
払

う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
関
係
）

三

国
の
措
置

国
は
、
第
一
の
三
の
１
の
社
会
的
責
任
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
等
が
滞
り
な
く
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
費
用
の
支
払
い
が
関
係
原
子
力
事
業
者
に
よ
り
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要



二
〇

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
五
条
関
係
）

第
六

雑
則

一

何
人
も
、
み
だ
り
に
特
定
廃
棄
物
又
は
除
去
土
壌
（
以
下
「
汚
染
廃
棄
物
等
」
と
い
う
。
）
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
六
条
関
係
）

二

何
人
も
、
特
定
廃
棄
物
を
焼
却
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
国
、
国
の
委
託
を
受
け
て
焼
却
を
行

う
者
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者
が
第
四
の
二
の
６
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
特
定
廃
棄
物
の
焼
却

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
関
係
）

三

業
と
し
て
行
う
汚
染
廃
棄
物
等
の
処
理
の
禁
止

１

国
、
国
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
行
う
者
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者

以
外
の
者
は
、
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
第
四
の
三
の
８
の

の
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者
以

外
の
者
は
、
除
去
土
壌
の
収
集
、
運
搬
（
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
が
行
わ
れ
た
土
地
外
に
搬
出
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
八
条
関
係
）



二
一

四

報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
措
置
命
令
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
関
係
）

五

汚
染
廃
棄
物
等
の
処
理
等
の
推
進

国
は
、
第
二
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
つ
つ
、
汚
染
廃
棄
物
等
の
処
理
の
た
め
に
必
要
な

施
設
の
整
備
そ
の
他
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
除
染
等
の
措
置
等
を
適
正
に
推

進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
関
係
）

六

原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
、
権
限
の
委
任
、
環
境
省
令
へ
の
委
任
及
び
事
務
の
区
分
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整

備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
関
係
）

第
七

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
関
係
）

第
八

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
の
二
及
び
三
、
第
六
の
一
か
ら
四
ま
で



二
二

並
び
に
第
七
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

検
討

１

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

２

政
府
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
、
土
壌
等
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
に

関
す
る
法
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
抜
本
的
な
見
直
し
を
含
め
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
制
の
整
備
そ

の
他
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

３

政
府
は
、
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
係
る
原
子
炉
、
使
用
済
燃
料
等

に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
制
の
整
備
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
関
係
）

三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


